
 

ゆ
た
か
な
学
び
の
実
現
・
教
職
員
定
数
改
善
を
図
る
た
め
の
、
二
〇
二
三
年
度
政
府
予
算
に
か
か
る
意
見
書 

 
社
会
の
変
化
に
伴
っ
て
、
学
校
が
抱
え
る
課
題
が
複
雑
化
・
多
様
化
す
る
中
、
教
師
の
長
時
間
勤
務
の
看
過
で
き
な
い
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。 

 
 

そ
の
中
で
我
が
国
の
学
校
教
育
が
作
り
上
げ
て
き
た
大
き
な
蓄
積
と
高
い
効
果
を
持
続
可
能
な
も
の
と
し
、
新
学
習
指
導
要
領
を
円
滑
に
実
施
し
て
い
く
た
め
、
学
校
に
お
け 

る
働
き
方
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。 

国
に
お
い
て
は
、
質
の
高
い
教
育
の
実
現
に
向
け
、
義
務
標
準
法
を
改
正
し
、
令
和
三
年
度
か
ら
の
五
年
間
で
公
立
の
小
学
校
の
学
級
編
制
の
標
準
を
段
階
的
に
四
十
人
か
ら 

三
十
五
人
に
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
教
職
員
定
数
の
計
画
的
な
改
善
を
図
る
こ
と
と
し
た
。 

今
後
も
更
な
る
加
配
の
充
実
や
中
学
校
に
お
け
る
三
十
五
人
学
級
の
導
入
に
向
け
た
検
討
が
求
め
ら
れ
る
が
、
現
在
教
員
不
足
の
問
題
が
深
刻
化
し
て
お
り
学
校
運
営
の
要
で 

あ
る
教
員
の
な
り
手
を
確
保
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
働
き
方
改
革
の
推
進
及
び
教
員
不
足
の
改
善
を
図
り
つ
つ
、
地
方
自
治
体
が
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
計
画
的
に
教
育
行
政
を
進
め
る
こ
と
が
で 

き
る
よ
う
に
、
左
記
の
事
項
に
つ
い
て
措
置
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。 
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一 

中
学
校
で
の
三
十
五
人
学
級
を
早
急
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

学
校
の
働
き
方
改
革
・
勤
務
時
間
の
適
正
化
を
実
現
す
る
た
め
、
加
配
教
員
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増
員
な
ど
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定
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推
進
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こ
と
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教
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の
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会
均
等
と
教
育
水
準
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
及
び
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
、
財
源
の
拡
充
を
含
め
、
所
与
の
財
政
措
置
を
講
ず
る 

こ
と
。 

 
 

四 

地
方
自
治
体
で
国
の
標
準
を
下
回
る
「
学
級
編
制
基
準
の
弾
力
的
運
用
」
を
理
由
と
し
た
、
加
配
の
削
減
は
行
わ
な
い
こ
と
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、
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治
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第
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